
横
浜
タ
バ
コ
病
訴
訟
の

公
正
判
決
を
求
め
る
要
請
書
（
要
旨
）

東
京
高
等
裁
判
所

第
一

民
事
部

裁
判
長

福
田

剛
久

様

厚
生
労
働
省
研
究
班
の
調
べ
（
２
０
０
８
年
）

に
よ
る
と
、
毎
年
二
十
万
人
の
人
々
が
、
喫
煙
が

原
因
で
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
数
字
は
、
交

通
事
故
の
三
十
五
倍
近
い
数
字
で
す
。
タ
バ
コ
は

肺
が
ん
を
は
じ
め
重
い
病
気
を
引
き
起
こ
し
ま
す

が
、
タ
バ
コ
病
の
肺
気
腫
・
慢
性
気
管
支
炎
患
者

だ
け
で
も
、
五
百
万
人
以
上
が
存
在
し
て
い
る
と

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
ご
本
人
だ
け
で
な
く
、
ご

家
族
の
苦
闘
や
悲
し
み
を
思
え
ば
、
こ
の
ま
ま
放

置
で
き
る
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

受
動
喫
煙
の
被
害
も
大
き
く
、
「
タ
バ
コ
規

制
枠
組
み
条
約
」
（
Ｆ
Ｃ
Ｔ
Ｃ
）
の
「
第
２
回
締

約
国
会
議
」
（
Ｃ
Ｏ
Ｐ
２
）
で
は
、
「
無
煙
社
会

を
め
ざ
し
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
満
場
一
致
で

採
択
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
に
お
け

る
タ
バ
コ
対
策

は
世
界
か
ら
大

き
く
立
ち
遅
れ

て
い
ま
す
。
神

奈
川
県
に
お
け

る
受
動
喫
煙
防

止
条
例
の
実
施

や
、
厚
生
労
働

省
の
動
き
な
ど
、

日
本
で
も
タ
バ

コ
規
制
の
取
り

組
み
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
大
き

く
状
況
変
え
る
ま

で
に
は
い
た
っ
て

お
り
ま
せ
ん
。

も
し
、
コ
ー
ヒ
ー

で
あ
れ
、
食
品
で

あ
れ
、
有
毒
物
の

含
有
が
明
ら
か
に

な
っ
た
ら
、
直
ち

に
生
産
・
販
売
は
禁
止
さ
れ
、
政
府
の
監
督
責
任

が
問
わ
れ
ま
す
。
「
毒
餃
子
事
件
」
は
ま
さ
に
そ

の
通
り
の
展
開
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
タ
バ

コ
だ
け
は
例
外
で
、
「
が
ん
に
な
る
危
険
」
や

「
依
存
症
」
ま
で
、
様
々
な
警
告
を
行
っ
て
い
な

が
ら
「
商
品
」
と
し
て
販
売
さ
れ
て
い
る
の
は
公

正
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

貴
裁
判
所
で
の
判
断
は
、
政
府
の
タ
バ
コ
政
策

を
大
き
く
変
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
裁
判

に
日
本
人
の
現
在
と
未
来
の
健
康
が
か
か
っ
て
い

る
と
も
言
え
ま
し
ょ
う
。
ぜ
ひ
貴
裁
判
所
が
、
公

正
な
判
決
を
下
さ
れ
る
よ
う
に
心
か
ら
要
請
い
た

し
ま
す
。
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政
府
の
タ
バ
コ
政
策
を
大
き
く
変
え
さ
せ
る
判
決
を
！

医
師
・
研
究
者
・
文
化
人
・
労
組
民
主
団
体
代
表
な
ど
五
十
六
氏
が
要
請

７

月

27

日
（
水
）
11
時
30
分

東
京
高
等
裁
判
所

８
２
２
号
法
廷

傍
聴
券
の
抽
選
等
が
あ
り
ま
す
の
で
、
10
時
30
分
に
裁
判
所

前
に
集
合
下
さ
い
。

地
下
鉄
東
京
メ
ト
ロ
丸
ノ
内
線
・
日
比
谷
線
・
千
代
田
線

「
霞
ヶ
関
駅
」
Ａ
１
出
口
か
ら
徒
歩
１
分

次 回 裁 判

タ
バ
コ
病
を
な
く
す

横
浜
裁
判
と
は

喫
煙
に
よ
っ
て
肺
癌
・
肺
気
腫
な
ど

「
タ
バ
コ
病
」
に
な
っ
た
水
野
、
森
下
、

高
橋
の
三
人
の
原
告
が
、
二
〇
〇
五
年
一

月
十
九
日
、
タ
バ
コ
病
の
な
い
社
会
を
め

ざ
し
て
、
国
と
日
本
た
ば
こ
産
業
（
株
）

を
訴
え
る
裁
判
を
起
こ
し
ま
し
た
（
森
下

原
告
は
亡
く
な
っ
た
た
め
、
夫
人
の
玲
子

さ
ん
が
ひ
き
つ
い
で
原
告
に
）

。

請
求
内
容
は
、
①
原
告
一
人
一
千
万
円

の
損
害
賠
償

（
被
告
の
責
任
を
明
か
に

す
る
た
め
に
）
②
自
動
販
売
機
の
設
置
規

制
③
外
装
の
警
告
表
示
の
強
化

で
す
。

横
浜
地
裁
は
、
昨
年
一
月
二
十
日
、
タ

バ
コ
の
有
害
性
も
依
存
性
も
認
定
し
な
が

ら
、
原
告
が
喫
煙
し
て
い
た
当
時
（
１
９

４
７
年
～
１
９
９
３
年
）

に
限
る
と
被

告
の
行
為
は
違
法
で
は
な
い
と
の
判
決
を

下
し
た
た
め
、
東
京
高
裁
に
控
訴
し
て
い

ま
す
。

カンパに
ご協力を！

○ 郵便振替口座

００２６０－２－□１３２０８４

○ 口座名義

たばこ病をなくす横浜裁判原告団

(振込手数料120円）

東 京

高裁へ
六
月
六
日
、
中
山
脩
郎
（
神
奈
川
県
内
科

医
医
学
会
会
長
）
、
窪
倉
孝
道

(

汐
田
総
合

病
院
院
長)

な
ど
の
医
師
や
水
谷
正
人
（
神
奈

川
県
労
働
組
合
総
連
合
議
長
）
、
高
浦
福
子

（
新
日
本
婦
人
の
会
神
奈
川
県
本
部
会
長
）

な
ど
労
組
民
主
団
体
代
表
や
大
橋
巨
泉
（
タ

レ
ン
ト
）
な
ど
五
十
六
氏
連
名
の
「
公
正
判

決
を
求
め
る
要
請
書
」
を
要
請
署
名
の
一
人

で
も
あ
る
渡
辺
文
学
氏
（
禁
煙
ジ
ャ
ー
ナ
ル

編
集
長
）
が
東
京
高
裁
裁
判
長
宛
に
提
出
し

ま
し
た
。



東京高裁第５回口頭弁論(５月１１日)

タバコは薬事法の適用を受けるべきだ！
・・・被告(日本たばこ・国)の主張に対する反論(続き)を行う
裁判長が指示した「争点整理」と「時系列表の作成」作業進む

第５回口頭弁論は、５月１１日の午後、東京高裁822号室にて行われました。
冒頭、前回福田剛久裁判長が指示した「争点整理｣と「時系列表の作成｣の進展状況の確認が

あり、日本たばこ側が「テレビＣＭや雑誌の広告については古いものは
保存していない。広告代理店に問い合わせたが保存していないとのこと
だった」と説明すると裁判長は、「電通でもだめですか。当時どんな雑
誌に広告を出していたかわからないが、週刊朝日だけでも図書館等で調
べるように」と要求しました。

続いて、弁護団長の片山弁護士が被告日本たばこの準備書面に対する
反論を展開し、（1）被告は、たばこの有害性についての「情報提供義務｣
を果たしていない、（2）たばこは、薬事法の規制を受けるべき「医薬品｣
である旨陳述しました。

（ ２ ） ２ ０ １ １ ． ７ ． ６ タ バ コ 病 を な くす 応 援 団 ニ ュ ー ス N O ． ３ ４

片 山 弁 護 士 の 陳 述

（1）日本たばこの義務違反のうち、特に重要なのは、情報提供義務違反だ。日本たばこは、

喫煙は肺がん・肺気腫の数ある要因の一つに過ぎない、と今でも主張している。しかし、 肺

がんと肺気腫との関連性はあらゆる調査で飛びぬけて高い関連性を示しており、既に1964年の米国

公衆衛生総覧報告書で明らかになっている。報告書はその後も続けて刊行され、依存性を含めて明

らかにされている。日本たばこは1964年の報告書をわずか10日間で翻訳し５

週間で刊行しているのだから、当然、喫煙が肺がん、肺気腫の危険性をもた

らすことを予見できたのであり、有害表示をしてこなければならなかった。

それは、平山コホートなど国内外の研究でも裏付けられている。

★米国公衆衛生総覧とは、議会の助言と同意を得て大統領により指名さ

れる、米国の公衆衛生についての連邦政府の筆頭発言者です。

（2）タバコは、薬事法第２条の「医薬品の定義｣からみても、厚生省業務局長通知（昭和46 年6

月1日)に基づく「医薬品の範囲に関する基準｣や裁判所の判例から見ても医薬品である。 同基準

は、「毒性の強いアルカロイド」は原則として医薬品の範囲とすると規定されており、タバコの主

要成分ニコチンはまさに「毒性の強いアルカロイド｣であり、また「毒物及び劇物取締法」で「毒

物｣と指定されている。

又、禁煙補助薬であるニコチンパッチ及びニコチンガムは、「医薬品｣として薬事法の 規制

下におかれているのに、そのニコチン依存症を作り出している一層薬理作用の強いタバコが、薬事

法による規制下におかれていないのは極めて不均衡である。本来日本たばこ

は、タバコを医薬品として厚生労働大臣に申請して承認を受ける義務があっ

たにもかかわらず、これを怠り、いまだにこれを行っていない。この点から、

日本たばこのタバコの製造販売は「違法｣であることは明らかである。又、国

は薬事法を根拠に規制権限を行使できたのにもかかわらず、それを怠ってき

た責任は重大である。

アルカロイド 広辞苑より
主に高等植物体中に存在する、窒素を含む複雑な塩基性有機化合物の総称。

ニコチン・モルヒネ・コカイン・キニーネ・カフェインなど多数のものが知られてい

る。少量で、毒作用や感覚異常など特殊な薬理作用を呈し、毒性を持つ。

水野原告

森下・高橋原告

片山弁護士
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